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○
総
務
省
令
第

号

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
二
章
か

ら
第
四
章
ま
で
及
び
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
四
年
政
令

第
二
百
五
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
総
務
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す

る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

総
務
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

総
務
省
の
所
管
す
る
法
令
に
係
る
歳
入
等
の
納
付
を
、
情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納

付
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
て
自
ら
納
付
す

る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
場
合
又
は
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
情
報
通
信
技
術
を
利
用
し
て
指
定
納
付
受
託
者
に
委
託
し

別紙２-１
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て
納
付
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
せ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
律
及
び
法
律
に
基
づ
く
命
令
（
告
示
を
含
む
。
）
に
特
別

の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
省
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
法
第
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
歳
入
等
の
納
付
）

第
三
条

法
第
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
歳
入
等
の
納
付
は
、
別
表
に
掲
げ
る
歳
入
等
の
納
付
と
す
る
。

（
指
定
納
付
受
託
者
に
対
す
る
納
付
の
委
託
の
方
法
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
号
イ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
歳
入
等
の
納
付
の
通
知
に
係
る
書
面
に
記
載
さ
れ
た
番
号
そ

の
他
の
当
該
歳
入
等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
情
報
と
す
る
。

２

法
第
五
条
第
一
号
ロ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
と
す
る
。

一

当
該
納
付
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
（
そ
れ
を
提
示
し
又
は
通
知
し
て
、
特
定
の
販
売
業
者
か
ら

商
品
若
し
く
は
権
利
を
購
入
し
、
又
は
特
定
の
役
務
の
提
供
の
事
業
を
営
む
者
か
ら
有
償
で
役
務
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
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が
で
き
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
物
又
は
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す

る
方
法
に
よ
り
当
該
納
付
を
す
る
場
合
（
次
号
の
場
合
を
除
く
。
）

当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
の
番
号
及
び
有
効
期

限
そ
の
他
の
当
該
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
決
済
に
関
し
必
要
な
事
項

二

当
該
納
付
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
使
用
す
る
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
三
条

第
五
項
に
規
定
す
る
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
為
替
取
引
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
納
付
を
す
る
場
合

当
該
第
三
者
型
前
払

式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
等
に
係
る
業
務
を
行
う
者
の
名
称
そ
の
他
の
当
該
第
三
者
型
前
払
式
支
払
手
段
に
よ
る
取
引
等

に
よ
る
決
済
に
関
し
必
要
な
事
項

３

法
第
五
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
面
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
書
面
と
す
る
。

一

総
務
省
か
ら
交
付
さ
れ
、
又
は
送
付
さ
れ
た
書
面

二

法
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
委
託
（
歳
入
等
を
納
付
し
よ
う
と
す
る
者
の
委
託
を
い
う
。
第
八
条
第
六

号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
指
定
納
付
受
託
者
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
書
面

（
納
付
受
託
の
通
知
の
方
法
）
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第
五
条

指
定
納
付
受
託
者
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
方
法
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
五
条
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
場
合

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
（
総
務
省

を
通
じ
て
通
知
す
る
方
法
を
含
む
。
）

二

法
第
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
場
合

当
該
委
託
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付

す
る
方
法

（
指
定
納
付
受
託
者
の
報
告
事
項
）

第
六
条

法
第
六
条
第
二
項
第
三
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
項
第
一
号
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
受
け
た
法
第

五
条
の
規
定
に
よ
る
委
託
に
係
る
歳
入
等
の
納
付
年
月
日
と
す
る
。

（
指
定
納
付
受
託
者
の
納
付
に
係
る
納
付
期
日
）

第
七
条

法
第
六
条
第
三
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
日
は
、
指
定
納
付
受
託
者
が
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受
け
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
一
取
引
日
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日

以
外
の
日
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
過
し
た
最
初
の
取
引
日
（
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
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よ
り
そ
の
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
総
務
大
臣
が
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
承
認
す
る
日
）
と
す
る
。

（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
基
準
）

第
八
条

情
報
通
信
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
る
国
の
歳
入
等
の
納
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「

令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者

で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

債
務
超
過
の
状
態
に
な
い
こ
と
。

二

委
託
を
受
け
る
歳
入
等
に
係
る
納
付
事
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
の
に
必
要
な
資
力
を
有
す
る
こ
と
。

三

納
付
事
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
九
号
）
第
三
十
五
条
の
十
六
第
一
項
に

規
定
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
番
号
等
に
つ
い
て
、
同
項
に
規
定
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者

で
あ
る
こ
と
。

四

納
付
事
務
に
お
い
て
取
り
扱
う
個
人
情
報
（
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）

を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
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た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

五

納
付
事
務
に
係
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
基
本
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
四
号
）

第
二
条
に
規
定
す
る
サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
い
う
。
）
の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と

認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

六

法
第
八
条
第
五
項
に
基
づ
き
納
付
事
務
の
一
部
を
第
三
者
に
委
託
す
る
場
合
に
お
い
て
、
委
託
先
に
対
す
る
指
導
そ
の

他
の
委
託
し
た
納
付
事
務
の
適
切
か
つ
確
実
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

七

公
租
公
課
又
は
公
共
料
金
（
日
本
国
内
に
お
い
て
供
給
さ
れ
る
電
気
、
ガ
ス
及
び
水
道
水
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
に
係
る
料
金
を
い
う
。
）
の
納
付
若
し
く
は
収
納
に
関
す
る
事
務
処
理
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
務
処
理
に
つ
い
て
相
当

の
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
の
手
続
）

第
九
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
名
称
、
住
所
又
は
事

務
所
の
所
在
地
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
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年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
（
同
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
）
並
び
に
委
託
を
受
け
る
歳
入
等
の
種
類
を
記
載
し
た
申
請
書
を
総
務
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
者
の
定
款
の
謄
本
、
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
申
請
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業

年
度
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
及
び
事
業
報
告
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
そ
の
他
申
請
者
が
令
第
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
定
款
等
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
総
務
大
臣
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
識
別
す
る
た
め
の
文
字
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
又
は
こ
れ

ら
の
結
合
を
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
動
公
衆
送
信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い

る
情
報
の
う
ち
定
款
等
の
内
容
を
閲
覧
し
、
か
つ
、
当
該
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
当
該
情
報
を
記
録
す
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

総
務
大
臣
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
請
に
つ
き
指
定
を
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を

、
指
定
を
し
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
に
係
る
公
示
事
項
）

第
十
条

法
第
八
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
総
務
大
臣
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
日
及
び

納
付
事
務
の
開
始
の
日
と
す
る
。

（
指
定
納
付
受
託
者
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

指
定
納
付
受
託
者
は
、
そ
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
八
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
前
の
日
又
は
そ
の
変
更
を
決
定
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
十
四
日
後
の
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
届
出
書
を
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
書
式
等
）

第
十
二
条

法
第
九
条
の
帳
簿
の
様
式
は
、
別
記
様
式
と
す
る
。

２

指
定
納
付
受
託
者
は
、
前
項
の
帳
簿
を
、
最
終
の
記
載
の
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四

十
九
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
子
文
書
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
保
存
（
電
子
文
書
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法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
保
存
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
法
第
九
条
の
規
定

に
基
づ
く
書
面
の
保
存
と
す
る
。

４

民
間
事
業
者
等
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
民
間
事
業
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
第
五
項
及
び
第
七

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
電
子
文
書
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
項
に
規
定
す
る
書
面
の
保
存
に
代
え
て
当

該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
成
（
電
子
文
書
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
作
成
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
さ
れ
た

電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
（
電
磁
的

記
録
に
係
る
記
録
媒
体
を
い
う
。
次
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
も
っ
て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す

る
方
法

二

書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読
み
取
っ
て
で
き

た
電
磁
的
記
録
を
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ

て
調
製
す
る
フ
ァ
イ
ル
に
よ
り
保
存
す
る
方
法

５

民
間
事
業
者
等
が
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
く
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
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れ
た
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
明
瞭
か
つ
整
然
と
し
た
形
式
で
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に

表
示
及
び
書
面
を
作
成
で
き
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

電
子
文
書
法
第
四
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
作
成
は
、
法
第
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
書
面
の
作
成
と
す
る
。

７

民
間
事
業
者
等
が
、
電
子
文
書
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
前
項
に
規
定
す
る
書
面
の
作
成
に
代
え
て
当
該
書

面
に
係
る
電
磁
的
記
録
の
作
成
を
行
う
場
合
は
、
民
間
事
業
者
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に

記
録
す
る
方
法
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
を
も
っ
て
調
製
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
納
付
受
託
者
に
対
す
る
報
告
の
徴
収
）

第
十
三
条

総
務
大
臣
は
、
指
定
納
付
受
託
者
に
対
し
、
法
第
十
条
第
一
項
の
報
告
を
求
め
る
と
き
は
、
報
告
す
べ
き
事
項
、

報
告
の
期
限
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
明
示
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
納
付
受
託
者
の
指
定
取
消
の
通
知
）

第
十
四
条

総
務
大
臣
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を

当
該
指
定
の
取
消
し
を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則



- 11 -

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

項
名

歳
入
等

一

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
百
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
電
波
利
用
料
及
び
そ
の
延
滞

金
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別記様式（第 12 条関係） 

 

 

納付受託記録簿 

 

年月日 摘 要 受 払 残 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

        

※１ 摘要欄には、納付先の金融機関名及び納付情報（委託を受けた歳入等の納付の通知に

係る書面に記載された番号その他の当該歳入等を特定するに足りる情報）その他必要な

事項を記載すること。ただし、納付情報が記載され、又は記録されている書面又は電磁

的記録を保存しているときは、当該納付情報の記載を省略することができる。 

※２ 受欄と払欄は改行して記載すること。 

※３ 必要があるときは、各欄の記載を著しく変更することなく所要の調整を加えることが

できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２-２ 
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